
 

太田市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

 

令和７年１２月１６日 

 

太田市長 穂 積 昌 信   

 

太田市条例第５３号 

 

太田市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

太田市ふれあいセンター条例（平成１７年太田市条例第２７号）の

一部を次のように改正する。 

第７条第１項ただし書中「規定により」の次に「、若しくは太田市

生涯学習センター条例施行規則（平成１７年太田市教育委員会規則第

２９号）第６条の規定により」を、「以下」の次に「この項において」

を加え、「これらの者」を「市内住民」に改める。 

第１０条中「第６条第１項」を「第５条第１項」に改める。 

別表を次のように改める。 

別表（第７条関係） 

会議室等の使用料 

施設 区分 定員 午前 午後 夜間 全日 

９時～１２時 １時～５時 ６時～１０時 午前９時～午

後１０時 

太田市強戸ふれあ

いセンター 

大ホール １２０人 ９００円 １，２００円 １，２００円 ３，３００円 

中会議室 ４５人 ４００円 ６００円 ６００円 １，６００円 

小会議室 ２５人 ３００円 ４００円 ４００円 １，１００円 

視聴覚室 ４５人 ４００円 ６００円 ６００円 １，６００円 

和室 ４０人 ４００円 ６００円 ６００円 １，６００円 

太田市南ふれあい

センター 

ホール１ ７０人 ７００円 ９００円 ９００円 ２，５００円 

ホール２ ８０人 ８００円 １，０００円 １，０００円 ２，８００円 

大会議室 ５０人 ５００円 ６００円 ６００円 １，７００円 



 

中会議室 ４０人 ４００円 ６００円 ６００円 １，６００円 

小会議室 ３０人 ４００円 ５００円 ５００円 １，４００円 

茶室 ２０人 ３００円 ４００円 ４００円 １，１００円 

和室１ ３０人 ４００円 ５００円 ５００円 １，４００円 

和室２ ４０人 ４００円 ６００円 ６００円 １，６００円 

和室３ ４０人 ４００円 ６００円 ６００円 １，６００円 

談話室 １時間につき１００円とする。ただし、１時間未満の利用は、１時間

とみなす。 

備考 太田市南ふれあいセンターの談話室以外の利用は、午前、午後、夜間又は全日の区分ごとに定める

利用時間に基づき利用するものとし、利用時間を超過した場合は、超過時間１時間につき使用料の１０

０分の５０の額を徴収する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（使用料に関する経過措置） 

２ この条例の施行後に太田市ふれあいセンターを利用しようとする

者がその施行前に使用料を納付する場合は、この条例による改正後

の太田市ふれあいセンター条例（以下「新条例」という。）別表に

定める使用料の額を納付するものとする（この条例による改正前の

太田市ふれあいセンター条例に定める使用料の額より新条例に定

める使用料の額が低い場合に限る。）。 

 

 


